
JP 2019-41841 A 2019.3.22

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】トラッキング制御中に被検眼の移動等が発生し
た場合でも簡素な制御で正確な画像取得や計測への影響
を低減する眼科装置及び眼科装置の制御方法を提供する
。
【解決手段】眼科装置は、光スキャナ４２を含み、光源
からの光を光スキャナにより偏向して被検眼に投射し、
被検眼からの戻り光に基づく光を受光するＯＣＴユニッ
ト１００と、被検眼と光学系とを相対的に移動する光学
系駆動部１Ａと、被検眼の画像を取得する画像取得部と
、基準画像と被検眼の画像とに基づいて異常を検知する
解析部２３１と、異常が検知されたとき、被検眼の画像
の取得タイミングで被検眼に対して実行中の第１スキャ
ン又は第１スキャンより前に実行された第２スキャンを
再実行させるスキャン制御部と、異常が検知されなかっ
たとき、基準画像と被検眼の画像とに基づいて移動機構
を制御するトラッキング制御部と、を含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光スキャナを含み、光源からの光を前記光スキャナにより偏向して被検眼に投射し、前
記被検眼からの戻り光に基づく光を受光する光学系と、
　前記被検眼と前記光学系とを相対的に移動する移動機構と、
　前記被検眼の画像を取得する画像取得部と、
　基準画像と前記画像取得部により取得された前記被検眼の画像とに基づいて異常を検知
する異常検知部と、
　前記異常検知部により異常が検知されたとき、前記被検眼の画像の取得タイミングで前
記被検眼に対して実行中の第１スキャン又は前記第１スキャンより前に実行された第２ス
キャンの開始位置に前記光源からの光を投射するように前記光スキャナを制御して前記第
１スキャン又は前記第２スキャンを再実行させるスキャン制御部と、
　前記異常検知部により異常が検知されなかったとき、前記基準画像と前記被検眼の画像
とに基づいて前記被検眼の動きに前記光学系を追従させるように前記移動機構を制御する
トラッキング制御部と、
　を含む眼科装置。
【請求項２】
　前記異常が検知されたとき、前記移動機構を制御することにより前記被検眼に対する前
記光学系の位置合わせを実行するアライメント制御部を含み、
　前記スキャン制御部は、前記アライメント制御部による前記位置合わせが完了した後に
、前記第１スキャン又は前記第２スキャンを再実行させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の眼科装置。
【請求項３】
　前記画像取得部は、前記被検眼の前眼部像を取得し、
　前記トラッキング制御部は、前記基準画像及び前記前眼部像における特徴位置のずれ量
に基づいて前記移動機構を制御する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の眼科装置。
【請求項４】
　前記異常検知部は、前記特徴位置のずれ量が第１閾値以上であるとき前記異常を検知す
る
　ことを特徴とする請求項３に記載の眼科装置。
【請求項５】
　前記異常検知部は、前記基準画像又は前記前眼部像において特徴点が検出されなかった
とき前記異常を検知する
　ことを特徴とする請求項３又は請求項４に記載の眼科装置。
【請求項６】
　前記異常検知部は、前記基準画像又は前記前眼部像において特徴領域の境界の少なくと
も一部が検出されなかったとき前記異常を検知する
　ことを特徴とする請求項３～請求項５のいずれか一項に記載の眼科装置。
【請求項７】
　前記画像取得部は、前記被検眼の眼底像を取得し、
　前記トラッキング制御部は、前記基準画像と前記眼底像とに対して位相限定相関処理を
施すことにより求められた位置ずれ量をキャンセルするように前記移動機構を制御する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の眼科装置。
【請求項８】
　前記異常検知部は、前記基準画像又は前記眼底像の輝度情報に基づいて特徴点が検出さ
れなかったとき前記異常を検知する
　ことを特徴とする請求項７に記載の眼科装置。
【請求項９】
　前記異常検知部は、前記基準画像又は前記眼底像においてフレアが検出されたとき前記
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異常を検知する
　ことを特徴とする請求項７又は請求項８に記載の眼科装置。
【請求項１０】
　前記異常検知部により前記異常が検知されたとき、当該異常の原因を含む異常発生情報
を被検者情報に関連付けて記憶部に保存する制御部を含む
　ことを特徴とする請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の眼科装置。
【請求項１１】
　光スキャナを含み、光源からの光を前記光スキャナにより偏向して被検眼に投射し、前
記被検眼からの戻り光に基づく光を受光する光学系と、
　前記被検眼と前記光学系とを相対的に移動する移動機構と、
　を含む眼科装置の制御方法であって、
　前記被検眼の画像を取得する画像取得ステップと、
　基準画像と前記被検眼の画像とに基づいて異常を検知する異常検知ステップと、
　前記異常が検知されたとき、前記被検眼の画像の取得タイミングで前記被検眼に対して
実行中の第１スキャン又は前記第１スキャンより前に実行された第２スキャンの開始位置
に前記光源からの光を投射するように前記光スキャナを制御して前記第１スキャン又は前
記第２スキャンを再実行させるスキャン制御ステップと、
　前記異常が検知されなかったとき、前記基準画像と前記被検眼の画像とに基づいて前記
被検眼の動きに前記光学系を追従させるように前記移動機構を制御するトラッキング制御
部ステップと、
　を含む眼科装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記異常が検知されたとき、前記移動機構を制御することにより前記被検眼に対する前
記光学系の位置合わせを実行するアライメント制御ステップを含み、
　前記スキャン制御ステップでは、前記アライメント制御ステップにおける前記位置合わ
せが完了した後に、前記第１スキャン又は前記第２スキャンを再実行させる
　ことを特徴とする請求項１１に記載の眼科装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、眼科装置、及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検眼を撮影する眼科装置として、光コヒーレンストモグラフィ（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃ
ｏｈｅｒｅｎｃｅ Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：以下、ＯＣＴ）を用いた装置や眼底カメラや
走査型レーザー検眼鏡（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｓｅｒ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ
：以下、ＳＬＯ）やスリットランプなどがある。中でも、レーザー光源等からの光ビーム
を用いて対象眼の表面形態や内部形態を表す画像を形成するＯＣＴが注目を集めている。
ＯＣＴは、Ｘ線ＣＴのような人体に対する侵襲性を持たないことから、特に医療分野や生
物学分野における応用の展開が期待されている。例えば、眼科分野においては、被検眼の
前眼部等の画像を形成したり眼内距離を計測したりする装置が実用化されている。
【０００３】
　このような眼科装置において、トラッキングは、被検眼の眼球運動にかかわらず高精細
な画像を取得したり高精度に計測したりするための重要な技術である。トラッキングとは
、被検眼の眼球運動に合わせて装置光学系を移動させるものである。トラッキングを行う
場合、事前にアライメントとピント合わせが実行される。トラッキングは、装置光学系の
位置等を眼球運動に追従させることにより、アライメントとピントが合った好適な位置関
係を維持する機能である。
【０００４】
　このようなトラッキング中に被検眼の移動や瞬きが発生した場合、トラッキング制御の
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継続が困難になり、正確な画像取得や計測を行うことができなくなる。例えば、特許文献
１～特許文献３には、被検眼の移動や瞬きが発生した場合でも、正確な画像取得や計測へ
の影響を低減する手法が開示されている。
【０００５】
　特許文献１には、スキャン中に眼底の位置ずれを求め、求められた位置ずれに基づいて
取得されたＡスキャン画像の位置を補正する眼底観察装置が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、被検者の瞬きの発生を検出し、瞬きの発生の検出タイミングか
ら所定時間が経過した後に撮影タイミングを設定する眼底カメラが開示されている。
【０００７】
　また、特許文献３には、被検者の瞬きの発生の検出結果から瞬きの発生周期を予測し、
予測された周期に基づいて被検眼のデータ収集を許可する眼科装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－２６４２２５号公報
【特許文献２】特開２００９－１３１５９１号公報
【特許文献３】特開２０１６－０５２３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来の手法では、画像取得や計測への影響を低減するための処理負荷が
重くなったり、制御が複雑化したりするという問題がある。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、トラッキング制
御中に被検眼の移動等が発生した場合でも簡素な制御で正確な画像取得や計測への影響を
低減するための新たな技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　実施形態の第１態様は、光スキャナを含み、光源からの光を前記光スキャナにより偏向
して被検眼に投射し、前記被検眼からの戻り光に基づく光を受光する光学系と、前記被検
眼と前記光学系とを相対的に移動する移動機構と、前記被検眼の画像を取得する画像取得
部と、基準画像と前記画像取得部により取得された前記被検眼の画像とに基づいて異常を
検知する異常検知部と、前記異常検知部により異常が検知されたとき、前記被検眼の画像
の取得タイミングで前記被検眼に対して実行中の第１スキャン又は前記第１スキャンより
前に実行された第２スキャンの開始位置に前記光源からの光を投射するように前記光スキ
ャナを制御して前記第１スキャン又は前記第２スキャンを再実行させるスキャン制御部と
、前記異常検知部により異常が検知されなかったとき、前記基準画像と前記被検眼の画像
とに基づいて前記被検眼の動きに前記光学系を追従させるように前記移動機構を制御する
トラッキング制御部と、を含む眼科装置である。
【００１２】
　また、実施形態の第２態様は、第１態様において、前記異常が検知されたとき、前記移
動機構を制御することにより前記被検眼に対する前記光学系の位置合わせを実行するアラ
イメント制御部を含み、前記スキャン制御部は、前記アライメント制御部による前記位置
合わせが完了した後に、前記第１スキャン又は前記第２スキャンを再実行させてもよい。
【００１３】
　また、実施形態の第３態様では、第１態様又は第２態様において、前記画像取得部は、
前記被検眼の前眼部像を取得し、前記トラッキング制御部は、前記基準画像及び前記前眼
部像における特徴位置のずれ量に基づいて前記移動機構を制御してもよい。
【００１４】
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　また、実施形態の第４態様では、第３態様において、前記異常検知部は、前記特徴位置
のずれ量が第１閾値以上であるとき前記異常を検知してもよい。
【００１５】
　また、実施形態の第５態様では、第３態様又は第４態様において、前記異常検知部は、
前記基準画像又は前記前眼部像において特徴位置が検出されなかったとき前記異常を検知
してもよい。
【００１６】
　また、実施形態の第６態様では、第３態様～第５態様のいずれかにおいて、前記異常検
知部は、前記基準画像又は前記前眼部像において特徴領域の境界の少なくとも一部が検出
されなかったとき前記異常を検知してもよい。
【００１７】
　また、実施形態の第７態様では、第１態様又は第２態様において、前記画像取得部は、
前記被検眼の眼底像を取得し、前記トラッキング制御部は、前記基準画像と前記眼底像と
に対して位相限定相関処理を施すことにより求められた位置ずれ量をキャンセルするよう
に前記移動機構を制御してもよい。
【００１８】
　また、実施形態の第８態様では、第７態様において、前記異常検知部は、前記基準画像
又は前記眼底像の輝度情報に基づいて特徴位置が検出されなかったとき前記異常を検知し
てもよい。
【００１９】
　また、実施形態の第９態様では、第７態様又は第８態様において、前記異常検知部は、
前記基準画像又は前記眼底像においてフレアが検出されたとき前記異常を検知してもよい
。
【００２０】
　また、実施形態の第１０態様は、第１態様～第９態様のいずれかにおいて、前記異常検
知部により前記異常が検知されたとき、当該異常の原因を含む異常発生情報を被検者情報
に関連付けて記憶部に保存する制御部を含んでもよい。
【００２１】
　また、実施形態の第１１態様は、光スキャナを含み、光源からの光を前記光スキャナに
より偏向して被検眼に投射し、前記被検眼からの戻り光に基づく光を受光する光学系と、
前記被検眼と前記光学系とを相対的に移動する移動機構と、を含む眼科装置の制御方法で
あって、前記被検眼の画像を取得する画像取得ステップと、基準画像と前記被検眼の画像
とに基づいて異常を検知する異常検知ステップと、前記異常が検知されたとき、前記被検
眼の画像の取得タイミングで前記被検眼に対して実行中の第１スキャン又は前記第１スキ
ャンより前に実行された第２スキャンの開始位置に前記光源からの光を投射するように前
記光スキャナを制御して前記第１スキャン又は前記第２スキャンを再実行させるスキャン
制御ステップと、前記異常が検知されなかったとき、前記基準画像と前記被検眼の画像と
に基づいて前記被検眼の動きに前記光学系を追従させるように前記移動機構を制御するト
ラッキング制御部ステップと、を含む眼科装置の制御方法である。
【００２２】
　また、実施形態の第１２態様は、第１１態様において、前記異常が検知されたとき、前
記移動機構を制御することにより前記被検眼に対する前記光学系の位置合わせを実行する
アライメント制御ステップを含み、前記スキャン制御ステップでは、前記アライメント制
御ステップにおける前記位置合わせが完了した後に、前記第１スキャン又は前記第２スキ
ャンを再実行させてもよい。
【００２３】
　なお、上記した複数の態様に係る構成を任意に組み合わせることが可能である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、トラッキング制御中に被検眼の移動等が発生した場合でも簡素な制御
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で正確な画像取得や計測への影響を低減することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施形態に係る眼科装置の光学系の構成の一例を示す概略図である。
【図２】実施形態に係る眼科装置の光学系の構成の一例を示す概略図である。
【図３】実施形態に係る眼科装置の処理系の構成の一例を示す概略図である。
【図４】実施形態に係る眼科装置の処理系の構成の一例を示す概略図である。
【図５】実施形態に係る眼科装置の動作例のフロー図である。
【図６】実施形態に係る眼科装置の動作例のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　この発明に係る眼科装置、及びその制御方法の実施形態の例について、図面を参照しな
がら詳細に説明する。なお、この明細書において引用された文献の記載内容や任意の公知
技術を、以下の実施形態に援用することが可能である。
【００２７】
　実施形態に係る眼科装置は、光スキャナを含み、光源からの光を光スキャナにより偏向
して被検眼に投射し、被検眼からの戻り光に基づく光（戻り光の一部の光も含む）を受光
する光学系を備え、被検眼に関する情報を取得することが可能である。このような光学系
には、ＯＣＴ光学系やＳＬＯ光学系などがある。ＯＣＴ光学系は、ＯＣＴ光源からの光を
測定光と参照光とに分割し、光スキャナを介して測定光を被検眼に投射し、被検眼からの
測定光の戻り光と参照光路を経由した参照光との干渉光を受光する。ＳＬＯ光学系は、光
スキャナを介してＳＬＯ光源からのＳＬＯ光を被検眼に投射し、被検眼からのＳＬＯ光の
戻り光を受光する。
【００２８】
　以下、実施形態に係る眼科装置が、被検眼に対してＯＣＴを実行することにより被検眼
を画像化する場合について説明するが、実施形態はこれに限定されない。例えば、実施形
態に係る眼科装置は、被検眼に対してＯＣＴを実行することにより眼軸長など生体眼の眼
内距離を計測可能であってもよいし、ＳＬＯ画像を形成可能であってもよい。
【００２９】
　実施形態に係る眼科装置は、フーリエドメインＯＣＴと眼底カメラとを組み合わせた眼
科装置である。この眼科装置は、スウェプトソースＯＣＴを実行する機能を備えているが
、実施形態はこれに限定されない。例えば、ＯＣＴの種別はスウェプトソースＯＣＴには
限定されず、スペクトラルドメインＯＣＴ等であってもよい。スウェプトソースＯＣＴは
、波長掃引型（波長走査型）光源からの光を測定光と参照光とに分割し、被測定物体を経
由した測定光の戻り光を参照光と干渉させて干渉光を生成し、この干渉光をバランスドフ
ォトダイオード等で検出し、波長の掃引及び測定光のスキャンに応じて収集された検出デ
ータにフーリエ変換等を施して画像を形成する手法である。スペクトラルドメインＯＣＴ
は、低コヒーレンス光源からの光を測定光と参照光とに分割し、被測定物体を経由した測
定光の戻り光を参照光と干渉させて干渉光を生成し、この干渉光のスペクトル分布を分光
器で検出し、検出されたスペクトル分布にフーリエ変換等を施して画像を形成する手法で
ある。
【００３０】
　実施形態に係る眼科装置には、眼底カメラの代わりに、走査型レーザー検眼鏡（ＳＬＯ
）や、スリットランプ顕微鏡や、前眼部撮影カメラや、手術用顕微鏡や、光凝固装置など
が設けられてもよい。この明細書では、ＯＣＴによる計測を「ＯＣＴ計測」と総称し、Ｏ
ＣＴによって取得される画像をＯＣＴ画像と総称し、測定光の光路を「測定光路」と表記
し、参照光の光路を「参照光路」と表記することがある。
【００３１】
［構成］
　図１に示すように、実施形態に係る眼科装置１は、眼底カメラユニット２、ＯＣＴユニ
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ット１００及び演算制御ユニット２００を含む。眼底カメラユニット２は、従来の眼底カ
メラとほぼ同様の光学系を有する。ＯＣＴユニット１００には、ＯＣＴを実行するための
光学系が設けられている。演算制御ユニット２００は、各種の演算処理や制御処理等を実
行するプロセッサを具備している。
【００３２】
　本明細書において「プロセッサ」は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔ）、プログラマブル論理デバイス（例えば、ＳＰＬＤ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＣＰＬＤ（Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ））等を含む処理回路を意味する。プロセッサは
、例えば、記憶回路や記憶装置に格納されているプログラムを読み出し実行することで、
実施形態に係る機能を実現する。
【００３３】
〔眼底カメラユニット〕
　眼底カメラユニット２には、被検眼Ｅの眼底Ｅｆの表面形態を表す２次元画像（眼底像
）を取得するための光学系が設けられている。眼底像には、観察画像や撮影画像などが含
まれる。観察画像は、例えば、近赤外光を用いて所定のフレームレートで形成されるモノ
クロの動画像である。撮影画像は、例えば、可視光をフラッシュ発光して得られるカラー
画像、又は近赤外光若しくは可視光を照明光として用いたモノクロの静止画像であっても
よい。眼底カメラユニット２は、これら以外の画像、例えばフルオレセイン蛍光画像やイ
ンドシアニングリーン蛍光画像や自発蛍光画像などを取得可能に構成されていてもよい。
【００３４】
　眼底カメラユニット２には、被検者の顔を支持するための顎受けや額当てが設けられて
いる。更に、眼底カメラユニット２には、照明光学系１０と撮影光学系３０とが設けられ
ている。照明光学系１０は眼底Ｅｆに照明光を照射する。撮影光学系３０は、この照明光
の眼底反射光を撮像装置（ＣＣＤイメージセンサ（単にＣＣＤと呼ぶことがある）３５、
３８）に導く。また、撮影光学系３０は、ＯＣＴユニット１００からの測定光を被検眼Ｅ
に導くとともに、被検眼Ｅを経由した測定光をＯＣＴユニット１００に導く。
【００３５】
　照明光学系１０の観察光源１１は、例えばハロゲンランプ又はＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）により構成される。観察光源１１から出力された光（観察
照明光）は、曲面状の反射面を有する反射ミラー１２により反射され、集光レンズ１３を
経由し、可視カットフィルタ１４を透過して近赤外光となる。更に、観察照明光は、撮影
光源１５の近傍にて一旦集束し、ミラー１６により反射され、リレーレンズ１７、１８、
絞り１９及びリレーレンズ２０を経由する。そして、観察照明光は、孔開きミラー２１の
周辺部（孔部の周囲の領域）にて反射され、ダイクロイックミラー４６を透過し、対物レ
ンズ２２により屈折されて眼底Ｅｆを照明する。
【００３６】
　観察照明光の眼底反射光は、対物レンズ２２により屈折され、ダイクロイックミラー４
６を透過し、孔開きミラー２１の中心領域に形成された孔部を通過し、ダイクロイックミ
ラー５５を透過し、撮影合焦レンズ３１を経由し、ミラー３２により反射される。更に、
この眼底反射光は、ハーフミラー３３Ａを透過し、ダイクロイックミラー３３により反射
され、集光レンズ３４によりＣＣＤイメージセンサ３５の受光面に結像される。ＣＣＤイ
メージセンサ３５は、例えば所定のフレームレートで眼底反射光を検出する。表示装置３
には、ＣＣＤイメージセンサ３５により検出された眼底反射光に基づく画像（観察画像）
が表示される。なお、撮影光学系３０のピントが前眼部に合わせられている場合、前眼部
からの観察照明光の反射光がＣＣＤイメージセンサ３５により検出され、当該反射光に基
づく前眼部の観察画像が表示装置３に表示される。
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【００３７】
　撮影光源１５は、例えばキセノンランプ又はＬＥＤにより構成される。撮影光源１５か
ら出力された光（撮影照明光）は、観察照明光と同様の経路を通って眼底Ｅｆに照射され
る。撮影照明光の眼底反射光は、観察照明光のそれと同様の経路を通ってダイクロイック
ミラー３３まで導かれ、ダイクロイックミラー３３を透過し、ミラー３６により反射され
、集光レンズ３７によりＣＣＤイメージセンサ３８の受光面に結像される。表示装置３に
は、ＣＣＤイメージセンサ３８により検出された眼底反射光に基づく画像（撮影画像）が
表示される。なお、観察画像を表示する表示装置３と撮影画像を表示する表示装置３は、
同一のものであってもよいし、異なるものであってもよい。また、被検眼Ｅを赤外光で照
明して同様の撮影を行う場合には、赤外の撮影画像が表示される。また、撮影光源として
ＬＥＤを用いることも可能である。なお、撮影光学系３０のピントが前眼部に合わせられ
ている場合、前眼部からの観察照明光の反射光がＣＣＤイメージセンサ３８により検出さ
れ、当該反射光に基づく前眼部の画像（撮影画像）が表示装置３に表示される。
【００３８】
　ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）３９は、固視標や視力測定
用視標を表示する。固視標は被検眼Ｅを固視させるための視標であり、眼底撮影時やＯＣ
Ｔ計測時などに使用される。
【００３９】
　ＬＣＤ３９から出力された光は、その一部がハーフミラー３３Ａにて反射され、ミラー
３２に反射され、撮影合焦レンズ３１及びダイクロイックミラー５５を経由し、孔開きミ
ラー２１の孔部を通過する。孔開きミラー２１の孔部を通過した光は、ダイクロイックミ
ラー４６を透過し、対物レンズ２２により屈折されて眼底Ｅｆに照射される。ＬＣＤ３９
の画面上における固視標の表示位置を変更することにより、被検眼Ｅの固視位置を変更で
きる。
【００４０】
　更に、眼底カメラユニット２には、従来の眼底カメラと同様にアライメント光学系５０
とフォーカス光学系６０が設けられている。アライメント光学系５０は、被検眼Ｅに対す
る装置光学系の位置合わせ（アライメント）を行うための視標（アライメント視標）を生
成する。フォーカス光学系６０は、被検眼Ｅに対してフォーカス（ピント）を合わせるた
めの視標（スプリット視標）を生成する。
【００４１】
　アライメント光学系５０のＬＥＤ５１から出力された光（アライメント光）は、絞り５
２、５３及びリレーレンズ５４を経由してダイクロイックミラー５５により反射され、孔
開きミラー２１の孔部を通過する。孔開きミラー２１の孔部を通過した光は、ダイクロイ
ックミラー４６を透過し、対物レンズ２２により被検眼Ｅの角膜に照射される。
【００４２】
　アライメント光の角膜反射光は、対物レンズ２２、ダイクロイックミラー４６及び上記
孔部を経由し、その一部がダイクロイックミラー５５を透過し、撮影合焦レンズ３１を通
過する。撮影合焦レンズ３１を通過した角膜反射光は、ミラー３２により反射され、ハー
フミラー３３Ａを透過し、ダイクロイックミラー３３に反射され、集光レンズ３４により
ＣＣＤイメージセンサ３５の受光面に投影される。ＣＣＤイメージセンサ３５による受光
像（アライメント視標）は、観察画像とともに表示装置３に表示される。ユーザは、従来
の眼底カメラと同様の操作を行ってアライメントを実施する。また、演算制御ユニット２
００がアライメント視標の位置を解析して光学系を移動させることによりアライメントを
行ってもよい（オートアライメント機能）。
【００４３】
　フォーカス光学系６０は、照明光学系１０の光路に沿って移動可能である。撮影合焦レ
ンズ３１は、フォーカス光学系６０の移動に連動して撮影光学系３０の光路に沿って移動
可能である。フォーカス光学系６０の反射棒６７は、照明光路に対して挿脱可能である。
【００４４】
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　フォーカス調整を行う際には、照明光路上に反射棒６７の反射面が斜設される。フォー
カス光学系６０のＬＥＤ６１から出力された光（フォーカス光）は、リレーレンズ６２を
通過し、スプリット視標板６３により２つの光束に分離され、二孔絞り６４を通過する。
二孔絞り６４を通過した光は、ミラー６５により反射され、集光レンズ６６により反射棒
６７の反射面に一旦結像されて反射される。反射棒６７の反射面により反射された光は、
リレーレンズ２０を経由し、孔開きミラー２１に反射され、ダイクロイックミラー４６を
透過し、対物レンズ２２により屈折されて一対のスプリット視標光として被検眼Ｅに照射
される。
【００４５】
　被検眼Ｅの瞳孔を通過した一対のスプリット視標光は、被検眼Ｅの眼底Ｅｆに到達する
。一対のスプリット視標光の眼底反射光は、瞳孔を通過し、照明光の眼底反射光束と同様
の経路を通ってＣＣＤイメージセンサ３５により検出される。ＣＣＤイメージセンサ３５
による受光像（一対のスプリット視標像）は、観察画像とともに表示装置３に表示される
。演算制御ユニット２００は、従来と同様に、一対のスプリット視標像の位置を解析して
フォーカス光学系６０を移動させてピント合わせを行う（オートフォーカス機能）。フォ
ーカス光学系６０の移動に連動して撮影合焦レンズ３１を移動することにより、眼底像は
ＣＣＤイメージセンサ３５の撮像面に結像する。また、一対のスプリット視標像を視認し
つつ手動で（後述の操作部２４０Ｂに対する操作で）ピント合わせを行ってもよい。
【００４６】
　反射棒６７は、被検眼Ｅの眼底Ｅｆと光学的に略共役な照明光路上の位置に挿入される
。照明光学系１０の光路に挿入されている反射棒６７の反射面の位置は、スプリット視標
板６３と光学的に略共役な位置である。フォーカス視標光は、前述のように、二孔絞り６
４などの作用により２つに分離される。眼底Ｅｆと反射棒６７の反射面とが共役ではない
場合、ＣＣＤイメージセンサ３５により取得された一対のスプリット視標像は、例えば、
左右方向に２つに分離して表示装置３に表示される。眼底Ｅｆと反射棒６７の反射面とが
略共役である場合、ＣＣＤイメージセンサ３５により取得された一対のスプリット視標像
は、例えば、上下方向に一致して表示装置３に表示される。眼底Ｅｆとスプリット視標板
６３とが常に光学的に共役になるようにフォーカス光学系６０が照明光路に沿って移動さ
れるとこれに連動して撮影合焦レンズ３１が撮影光軸に沿って移動する。眼底Ｅｆとスプ
リット視標板６３とが共役になっていない場合には一対のスプリット視標像が２つに分離
するため、一対のスプリット視標像が上下方向に一致するようにフォーカス光学系６０を
移動することにより、撮影合焦レンズ３１の位置が求められる。なお、この実施形態では
、一対のスプリット視標像が取得される場合について説明したが、３以上のスプリット視
標像であってよい。
【００４７】
　ダイクロイックミラー４６は、観察・撮影用の光路からＯＣＴ用の光路を分岐させてい
る。ダイクロイックミラー４６は、ＯＣＴに用いられる波長帯の光を反射し、観察・撮影
用の光を透過させる。このＯＣＴ用の光路には、ＯＣＴユニット１００側から順に、コリ
メータレンズユニット４０と、光路長変更部４１と、光スキャナ４２と、ＯＣＴ合焦レン
ズ４３と、ミラー４４と、リレーレンズ４５とが設けられている。
【００４８】
　コリメータレンズユニット４０は、コリメータレンズを含む。コリメータレンズユニッ
ト４０は、光ファイバによりＯＣＴユニット１００と光学的に接続されている。この光フ
ァイバの出射端を臨む位置に、コリメータレンズユニット４０のコリメータレンズが配置
されている。コリメータレンズユニット４０は、光ファイバの出射端から出射された測定
光ＬＳ（後述）を平行光束にするとともに、被検眼Ｅからの測定光の戻り光を当該出射端
に集光する。
【００４９】
　光路長変更部４１は、図１に示す矢印の方向に移動可能とされ、ＯＣＴ用の光路の光路
長を変更する。この光路長の変更は、被検眼Ｅの眼軸長に応じた光路長の補正や、干渉状



(10) JP 2019-41841 A 2019.3.22

10

20

30

40

50

態の調整などに利用される。光路長変更部４１は、例えばコーナーキューブと、これを移
動する機構とを含んで構成される。
【００５０】
　光スキャナ４２は、例えば、被検眼Ｅの瞳孔と光学的に略共役な位置に配置されている
。光スキャナ４２は、ＯＣＴ用の光路を通過する光（測定光ＬＳ）の進行方向を変更する
。それにより、被検眼Ｅを測定光ＬＳでスキャンすることができる。光スキャナ４２は、
例えば、測定光ＬＳをｘ方向にスキャンするガルバノミラーと、ｙ方向にスキャンするガ
ルバノミラーと、これらを独立に駆動する機構とを含んで構成される。それにより、測定
光ＬＳをｘｙ平面上の任意の方向にスキャンすることができる。
【００５１】
　ＯＣＴ合焦レンズ４３は、測定光ＬＳの光路（干渉光学系の光軸）に沿って移動可能で
ある。
【００５２】
　眼科装置１には、被検眼Ｅと対物レンズ２２とに間に配置可能な前置レンズ２３が設け
られる。前置レンズ２３は、手動で被検眼Ｅと対物レンズ２２との間に配置可能である。
前置レンズ２３は、後述の制御部２１０からの制御を受け、自動で被検眼Ｅと対物レンズ
２２との間に配置可能であってもよい。被検眼Ｅと対物レンズ２２との間から前置レンズ
２３が退避されている場合、測定光の焦点位置が被検眼Ｅの眼底Ｅｆ又はその近傍に配置
され、眼底Ｅｆに対してＯＣＴ計測を行うことができる。被検眼Ｅと対物レンズ２２との
間に前置レンズ２３が配置されている場合、測定光の焦点位置が眼底Ｅｆから移動されて
前眼部又はその近傍に配置され、前眼部に対してＯＣＴ計測を行うことができる。
【００５３】
〔ＯＣＴユニット〕
　ＯＣＴユニット１００の構成の一例を図２に示す。ＯＣＴユニット１００には、被検眼
ＥのＯＣＴ画像を取得するための光学系が設けられている。この光学系は、波長掃引型（
波長走査型）光源からの光を測定光と参照光とに分割し、被検眼Ｅからの測定光の戻り光
と参照光路を経由した参照光とを干渉させて干渉光を生成し、この干渉光を検出する干渉
光学系である。干渉光学系による干渉光の検出結果（検出信号）は、干渉光のスペクトル
を示す干渉信号であり、演算制御ユニット２００に送られる。
【００５４】
　光源ユニット１０１は、一般的なスウェプトソースタイプの眼科装置と同様に、出射光
の波長を掃引（走査）可能な波長掃引型（波長走査型）光源を含んで構成される。波長掃
引型光源は、共振器を含むレーザー光源を含んで構成される。光源ユニット１０１は、人
眼では視認できない近赤外の波長帯において、出力波長を時間的に変化させる。
【００５５】
　光源ユニット１０１から出力された光Ｌ０は、光ファイバ１０２により偏波コントロー
ラ１０３に導かれてその偏光状態が調整される。偏波コントローラ１０３は、例えばルー
プ状にされた光ファイバ１０２に対して外部から応力を与えることで、光ファイバ１０２
内を導かれる光Ｌ０の偏光状態を調整する。
【００５６】
　偏波コントローラ１０３により偏光状態が調整された光Ｌ０は、光ファイバ１０４によ
りファイバカプラ１０５に導かれて測定光ＬＳと参照光ＬＲとに分割される。
【００５７】
　参照光ＬＲは、光ファイバ１１０によりコリメータ１１１に導かれて平行光束となる。
平行光束となった参照光ＬＲは、光路長変更部１１４に導かれる。光路長変更部１１４は
、図２に示す矢印の方向に移動可能とされ、参照光ＬＲの光路長を変更する。この移動に
より参照光ＬＲの光路の長さが変更される。この光路長の変更は、被検眼Ｅの眼軸長に応
じた光路長の補正や、干渉状態の調整などに利用される。光路長変更部１１４は、例えば
コーナーキューブと、これを移動する移動機構とを含んで構成される。この場合、光路長
変更部１１４のコーナーキューブは、コリメータ１１１により平行光束とされた参照光Ｌ
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Ｒの進行方向を逆方向に折り返す。コーナーキューブに入射する参照光ＬＲの光路と、コ
ーナーキューブから出射する参照光ＬＲの光路とは平行である。
【００５８】
　なお、図１及び図２に示す構成においては、測定光ＬＳの光路（測定光路、測定アーム
）の長さを変更するための光路長変更部４１と、参照光ＬＲの光路（参照光路、参照アー
ム）の長さを変更するための光路長変更部１１４の双方が設けられている。しかしながら
、光路長変更部４１及び１１４の一方だけが設けられていてもよい。また、これら以外の
光学部材を用いて、参照光路長と測定光路長との差を変更することも可能である。
【００５９】
　光路長変更部１１４を経由した参照光ＬＲは、コリメータ１１６によって平行光束から
集束光束に変換されて光ファイバ１１７に入射する。
【００６０】
　コリメータ１１１と光路長変更部１１４との間の参照光路、及びコリメータ１１６と光
路長変更部１１４との間の参照光路の少なくとも一方には、光路長補正部材が配置されて
いてもよい。光路長補正部材は、参照光ＬＲの光路長（光学距離）と測定光ＬＳの光路長
とを合わせるための遅延手段として作用する。
【００６１】
　光ファイバ１１７に入射した参照光ＬＲは、偏波コントローラ１１８に導かれてその偏
光状態が調整される。偏波コントローラ１１８は、例えば、偏波コントローラ１０３と同
様の構成を有する。偏波コントローラ１１８により偏光状態が調整された参照光ＬＲは、
光ファイバ１１９によりアッテネータ１２０に導かれて、演算制御ユニット２００の制御
の下で光量が調整される。アッテネータ１２０により光量が調整された参照光ＬＲは、光
ファイバ１２１によりファイバカプラ１２２に導かれる。
【００６２】
　一方、ファイバカプラ１０５により生成された測定光ＬＳは、光ファイバ１２７により
に導かれ、コリメータレンズユニット４０により平行光束とされる。平行光束にされた測
定光ＬＳは、光路長変更部４１、光スキャナ４２、ＯＣＴ合焦レンズ４３、ミラー４４及
びリレーレンズ４５を経由してダイクロイックミラー４６に導かれる。ダイクロイックミ
ラー４６に導かれてきた測定光ＬＳは、ダイクロイックミラー４６により反射され、対物
レンズ２２により屈折されて被検眼Ｅに照射される。測定光ＬＳは、被検眼Ｅの様々な深
さ位置において散乱（反射を含む）される。このような後方散乱光を含む測定光ＬＳの戻
り光は、往路と同じ経路を逆向きに進行してファイバカプラ１０５に導かれ、光ファイバ
１２８を経由してファイバカプラ１２２に到達する。
【００６３】
　ファイバカプラ１２２は、光ファイバ１２８を介して入射された測定光ＬＳと、光ファ
イバ１２１を介して入射された参照光ＬＲとを合成して（干渉させて）干渉光を生成する
。ファイバカプラ１２２は、所定の分岐比（例えば１：１）で、測定光ＬＳと参照光ＬＲ
との干渉光を分岐することにより、一対の干渉光ＬＣを生成する。ファイバカプラ１２２
から出射した一対の干渉光ＬＣは、それぞれ光ファイバ１２３、１２４により検出器１２
５に導かれる。
【００６４】
　検出器１２５は、例えば一対の干渉光ＬＣをそれぞれ検出する一対のフォトディテクタ
を有し、これらによる検出結果の差分を出力するバランスドフォトダイオード（Ｂａｌａ
ｎｃｅｄ　Ｐｈｏｔｏ　Ｄｉｏｄｅ）である。検出器１２５は、その検出結果（干渉信号
）をＤＡＱ（Ｄａｔａ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）１３０に送る。ＤＡＱ
１３０には、光源ユニット１０１からクロックＫＣが供給される。クロックＫＣは、光源
ユニット１０１において、波長掃引型光源により所定の波長範囲内で掃引（走査）される
各波長の出力タイミングに同期して生成される。光源ユニット１０１は、例えば、各出力
波長の光Ｌ０を分岐することにより得られた２つの分岐光の一方を光学的に遅延させた後
、これらの合成光を検出した結果に基づいてクロックＫＣを生成する。ＤＡＱ１３０は、
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クロックＫＣに基づき、検出器１２５の検出結果をサンプリングする。ＤＡＱ１３０は、
サンプリングされた検出器１２５の検出結果を演算制御ユニット２００に送る。演算制御
ユニット２００は、例えば一連の波長走査毎に（Ａライン毎に）、検出器１２５により得
られた検出結果に基づくスペクトル分布にフーリエ変換等を施すことにより、各Ａライン
における反射強度プロファイルを形成する。更に、演算制御ユニット２００は、各Ａライ
ンの反射強度プロファイルを画像化することにより画像データを形成する。
【００６５】
〔演算制御ユニット〕
　演算制御ユニット２００の構成について説明する。演算制御ユニット２００は、検出器
１２５から入力される干渉信号を解析して被検眼ＥのＯＣＴ画像を形成する。ＯＣＴ画像
を形成するための演算処理は、従来のスウェプトソースタイプの眼科装置と同様である。
【００６６】
　また、演算制御ユニット２００は、眼底カメラユニット２、表示装置３及びＯＣＴユニ
ット１００の各部を制御する。例えば演算制御ユニット２００は、被検眼ＥのＯＣＴ画像
を表示装置３に表示させる。
【００６７】
　演算制御ユニット２００は、例えば、従来のコンピュータと同様に、マイクロプロセッ
サ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌ
ｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ハードディスクドライブ、通信インターフェイスなどを含む。ハー
ドディスクドライブ等の記憶装置には、眼科装置１を制御するためのコンピュータプログ
ラムが記憶されている。演算制御ユニット２００は、各種の回路基板、例えばＯＣＴ画像
を形成するための回路基板を備えていてもよい。また、演算制御ユニット２００は、キー
ボードやマウス等の操作デバイス（入力デバイス）や、ＬＣＤ等の表示デバイスを備えて
いてもよい。
【００６８】
〔処理系〕
　眼科装置１の処理系の構成について図３及び図４を参照しつつ説明する。なお、図３に
おいては、眼科装置１のいくつかの構成要素が省略されており、この実施形態を説明する
ために特に必要な構成要素が選択的に示されている。
【００６９】
（制御部）
　演算制御ユニット２００は、制御部２１０と、画像形成部２２０と、データ処理部２３
０とを含む。制御部２１０は、例えば、マイクロプロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードデ
ィスクドライブ、通信インターフェイス等を含んで構成される。制御部２１０には、主制
御部２１１と記憶部２１２とが設けられている。
【００７０】
　主制御部２１１の機能は、例えばマイクロプロセッサ（すなわち、「プロセッサ」）に
より実現される。記憶部２１２には、眼科装置を制御するためのコンピュータプログラム
があらかじめ格納される。このコンピュータプログラムには、各種の光源制御用プログラ
ム、光スキャナ制御用プログラム、各種の検出器制御用プログラム、画像形成用プログラ
ム、データ処理用プログラム及びユーザインターフェイス用プログラムなどが含まれる。
このようなコンピュータプログラムに従って主制御部２１１が動作することにより、制御
部２１０は制御処理を実行する。
【００７１】
（主制御部）
　主制御部２１１は前述の各種制御を行う。特に、図３に示すように、主制御部２１１は
、眼底カメラユニット２の合焦駆動部３１Ａ及び４３Ａ、ＣＣＤイメージセンサ３５及び
３８、ＬＣＤ３９、光路長変更部４１、及び光スキャナ４２を制御する。また、主制御部
２１１は、光学系駆動部１Ａを制御する。更に、主制御部２１１は、ＯＣＴユニット１０
０の光源ユニット１０１、光路長変更部１１４、検出器１２５、及びＤＡＱ１３０などを
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制御する。
【００７２】
　合焦駆動部３１Ａは、主制御部２１１からの制御を受け、撮影光学系３０の光軸に沿っ
て撮影合焦レンズ３１を移動させる。合焦駆動部３１Ａには、撮影合焦レンズ３１を保持
する保持部材と、この保持部材を移動するための駆動力を発生するアクチュエータと、こ
の駆動力を伝達する伝達機構とが設けられる。アクチュエータは、例えばパルスモータに
より構成される。伝達機構は、例えば歯車の組み合わせやラック・アンド・ピニオンなど
によって構成される。それにより、主制御部２１１からの制御を受けた合焦駆動部３１Ａ
が撮影合焦レンズ３１を移動することにより、撮影光学系３０の合焦位置が変更される。
なお、手動又はユーザの操作部２４０Ｂに対する操作により合焦駆動部３１Ａが撮影光学
系３０の光軸に沿って撮影合焦レンズ３１を移動するようにしてもよい。
【００７３】
　合焦駆動部４３Ａは、主制御部２１１からの制御を受け、ＯＣＴユニット１００におけ
る干渉光学系の光軸（測定光の光路）に沿ってＯＣＴ合焦レンズ４３を移動させる。合焦
駆動部４３Ａには、ＯＣＴ合焦レンズ４３を保持する保持部材と、この保持部材を移動す
るための駆動力を発生するアクチュエータと、この駆動力を伝達する伝達機構とが設けら
れる。アクチュエータは、例えばパルスモータにより構成される。伝達機構は、例えば歯
車の組み合わせやラック・アンド・ピニオンなどによって構成される。それにより、主制
御部２１１からの制御を受けた合焦駆動部４３ＡがＯＣＴ合焦レンズ４３を移動すること
により、測定光の合焦位置が変更される。なお、手動又はユーザの操作部２４０Ｂに対す
る操作により合焦駆動部４３Ａが干渉光学系の光軸に沿ってＯＣＴ合焦レンズ４３を移動
するようにしてもよい。
【００７４】
　主制御部２１１は、ＣＣＤイメージセンサ３５の露光時間（電荷蓄積時間）、感度、フ
レームレート等を制御することが可能である。主制御部２１１は、ＣＣＤイメージセンサ
３８の露光時間、感度、フレームレート等を制御することが可能である。
【００７５】
　主制御部２１１は、ＬＣＤ３９に対して固視標や視力測定用視標の表示制御を行うこと
が可能である。それにより、被検眼Ｅに呈示される視標の切り替えや視標の種別の変更が
可能になる。また、ＬＣＤ３９における視標の表示位置を変更することにより、被検眼Ｅ
に対する視標呈示位置を変更することが可能である。
【００７６】
　主制御部２１１は、光路長変更部４１を制御することにより、参照光ＬＲの光路長と測
定光ＬＳの光路長との差を相対的に変更することが可能である。主制御部２１１は、被検
眼Ｅの対象部位がＯＣＴ画像のフレーム内における所定の範囲に描出されるように光路長
変更部４１を制御する。具体的には、主制御部２１１は、被検眼Ｅの対象部位がＯＣＴ画
像のフレーム内における所定のｚ位置（深さ方向の位置）に描出されるように光路長変更
部４１を制御することが可能である。
【００７７】
　主制御部２１１は、光スキャナ４２を制御することにより被検眼Ｅの眼底Ｅｆ又は前眼
部における測定光ＬＳの投射位置を変更することが可能である。
【００７８】
　光学系駆動部１Ａは、眼科装置１に設けられた光学系（図１及び図２に示す光学系）を
３次元的に移動する。光学系駆動部１Ａは、主制御部２１１からの制御を受け、光学系を
移動する。この制御は、アライメントやトラッキングにおいて用いられる。トラッキング
とは、被検眼Ｅの運動に合わせて装置光学系を移動させるものである。トラッキングを行
う場合には、事前にアライメントとピント合わせが実行される。トラッキングは、被検眼
Ｅを動画撮影して得られる画像に基づき被検眼Ｅの位置や向きに合わせて装置光学系をリ
アルタイムで移動させることにより、アライメントとピントが合った好適な位置関係を維
持する機能である。



(14) JP 2019-41841 A 2019.3.22

10

20

30

40

50

【００７９】
　主制御部２１１は、光源ユニット１０１を制御することにより、光Ｌ０の点灯と消灯の
切り替えや、光Ｌ０の光量の変更などを制御することが可能である。
【００８０】
　主制御部２１１は、光路長変更部１１４を制御することにより、参照光ＬＲの光路長と
測定光ＬＳの光路長との差を相対的に変更することが可能である。主制御部２１１は、被
検眼Ｅの対象部位がＯＣＴ画像のフレーム内における所定の範囲に描出されるように光路
長変更部１１４を制御する。具体的には、主制御部２１１は、被検眼Ｅの対象部位がＯＣ
Ｔ画像のフレーム内における所定のｚ位置に描出されるように光路長変更部１１４を制御
することが可能である。主制御部２１１は、光路長変更部４１及び１１４の少なくとも一
方を制御することにより、参照光ＬＲの光路長と測定光ＬＳの光路長との差を相対的に変
更することが可能である。以下では、主制御部２１１は、光路長変更部１１４だけを制御
することにより測定光ＬＳと参照光ＬＲとの光路長差調整を行うものとして説明するが、
光路長変更部４１だけを制御することにより参照光ＬＲと測定光ＬＳとの光路長差調整を
行ってもよい。
【００８１】
　主制御部２１１は、検出器１２５の露光時間（電荷蓄積時間）、感度、フレームレート
等を制御することが可能である。また、主制御部２１１は、ＤＡＱ１３０を制御すること
が可能である。
【００８２】
　図４に示すように、主制御部２１１は、アライメント制御部２１１Ａと、トラッキング
制御部２１１Ｂと、スキャン制御部２１１Ｃとを含む。
【００８３】
　アライメント制御部２１１Ａは、被検眼Ｅに対する装置光学系（図１及び図２に示す光
学系）の位置合わせを行うためのアライメントの実行を制御する。例えば、被検眼Ｅには
、アライメント光学系５０によるアライメント視標と、フォーカス光学系６０によるスプ
リット視標とが投影されている。撮影光学系３０により得られた被検眼Ｅの前眼部像には
、アライメント視標に基づく視標像が描出されている。例えば、後述のデータ処理部２３
０は、前眼部像において、基準位置に対する視標像の位置ずれに基づいて装置光学系の移
動量を求める。アライメント制御部２１１Ａは、求められた移動量に基づいて光学系駆動
部１Ａを制御することが可能である。
【００８４】
　また、アライメント制御部２１１Ａは、撮影光学系３０により得られた被検眼Ｅの前眼
部像に基づいて光学系駆動部１Ａを制御することが可能である。アライメント制御部２１
１Ａは、例えば、撮影光学系３０により得られた被検眼Ｅの前眼部像における特徴位置を
特定し、特定された特徴位置と所定の目標位置とのずれ量がキャンセルされるように装置
光学系の移動量を求める。アライメント制御部２１１Ａは、求められた移動量に基づいて
光学系駆動部１Ａを制御することにより被検眼Ｅに対して装置光学系の位置合わせを行う
（ｘｙ方向）。目標位置は、あらかじめ決められた位置であってもよいし、操作部２４０
Ｂを用いて指定された前眼部像中の位置であってもよい。
【００８５】
　同様に、アライメント制御部２１１Ａは、撮影光学系３０により得られた被検眼Ｅの眼
底像に基づいて光学系駆動部１Ａを制御することでアライメントを実行することが可能で
ある。
【００８６】
　アライメント制御部２１１Ａは、例えば、撮影光学系３０により得られた被検眼Ｅの前
眼部像（又は眼底像）の合焦状態（ぼけ具合）を特定し、特定された合焦状態が所望の合
焦状態となるように装置光学系のｚ方向の移動量を求めることが可能である。アライメン
ト制御部２１１Ａは、求められた移動量に基づいて光学系駆動部１Ａを制御することによ
り、被検眼Ｅに対する装置光学系の位置合わせを行う（ｚ方向）。なお、２以上のカメラ
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を用いて互いに異なる方向から前眼部を撮影し、視差が設けられた２以上の画像から３次
元的に合焦状態を特定し、特定された合焦状態が所望の合焦状態となるように装置光学系
のｚ方向の移動量を求めてもよい。
【００８７】
　トラッキング制御部２１１Ｂは、撮影光学系３０により得られた被検眼Ｅの前眼部像（
又は眼底像）に対するトラッキングを制御する。トラッキング制御部２１１Ｂは、例えば
、所定のタイミングで前眼部像（又は眼底像）中の特徴位置を特定し、特定された特徴位
置が変化したとき、その位置のずれ量がキャンセルされるように移動量を求める。トラッ
キング制御部２１１Ｂは、求められた移動量に基づいて光学系駆動部１Ａを制御すること
により前眼部像（又は眼底像）に対するトラッキングを制御する。
【００８８】
　この実施形態では、トラッキング制御部２１１Ｂは、観察部位（撮影部位、計測部位、
データの収集部位）に対応した方法でトラッキング制御を行う。被検眼Ｅと対物レンズ２
２との間から前置レンズ２３が退避されているとき、トラッキング制御部２１１Ｂは、眼
底モードでトラッキング制御を行う。被検眼Ｅと対物レンズ２２との間に前置レンズ２３
が配置されているとき、トラッキング制御部２１１Ｂは、前眼部モードでトラッキング制
御を行う。
【００８９】
（眼底モード）
　眼底モードでは、トラッキング制御部２１１Ｂは、撮影光学系３０により得られた被検
眼Ｅの眼底像に基づいてトラッキング制御を行う。眼底像は、互いに異なるタイミングで
ベース画像及びターゲット画像として取得される。ベース画像は、基準画像に相当する。
すなわち、トラッキング制御部２１１Ｂは、事前に得られた被検眼Ｅの眼底像であるベー
ス画像を基準として、当該ベース画像の取得後に得られた眼底像であるターゲット画像の
位置ずれ量（位置ずれ方向を含む）を求め、求められた位置ずれ量に基づいてトラッキン
グ制御を行うことが可能である。トラッキング制御部２１１Ｂは、求められた位置ずれ量
に基づいて光学系駆動部１Ａを制御することが可能である。
【００９０】
　なお、ベース画像に対するターゲット画像の位置ずれ量は、ベース画像及びターゲット
画像に対して位相限定相関処理を施すことにより求められてもよい。この場合、位置ずれ
量は、ベース画像とターゲット画像との間の１ピクセル未満のサブピクセルレベルの回転
方向（ｚ方向の軸を中心とする回転方向）の回転移動量やその回転移動方向、ベース画像
とターゲット画像との間のサブピクセルレベルのｘｙ面内における平行移動量やその平行
移動方向などを含む。具体的には、データ処理部２３０は、位相限定相関処理によりベー
ス画像とターゲット画像との間の回転移動量及び回転移動方向をサブピクセルレベルで算
出し、算出された回転移動量及び回転移動方向に基づいてベース画像とターゲット画像と
の間で回転方向の位置合わせを行う。その後、データ処理部２３０は、位置合わせがなさ
れたベース画像とターゲット画像との間の平行移動量及び平行移動方向をサブピクセルレ
ベルで算出する。このような位相限定相関処理は、特開２０１５－０４３８９８号公報に
開示された処理と同様である。
【００９１】
（前眼部モード）
　前眼部モードでは、トラッキング制御部２１１Ｂは、撮影光学系３０により得られた被
検眼Ｅの前眼部像に基づいてトラッキング制御を行う。前眼部像は、互いに異なるタイミ
ングでベース画像及びターゲット画像として取得される。ベース画像は、基準画像に相当
する。すなわち、トラッキング制御部２１１Ｂは、事前に得られた被検眼Ｅの前眼部像で
あるベース画像を基準として、当該ベース画像の取得後に得られた前眼部像であるターゲ
ット画像の位置ずれ量（位置ずれ方向を含む）を求め、求められた位置ずれ量に基づいて
トラッキング制御を行うことが可能である。なお、ベース画像に対するターゲット画像の
位置ずれ量は、ベース画像及びターゲット画像に対して位相限定相関処理を施すことによ



(16) JP 2019-41841 A 2019.3.22

10

20

30

40

50

り求められてもよい。トラッキング制御部２１１Ｂは、求められた位置ずれ量に基づいて
光学系駆動部１Ａを制御することが可能である。
【００９２】
　スキャン制御部２１１Ｃは、光スキャナ４２を制御することにより被検眼Ｅの観察部位
（前眼部又は眼底）の水平方向又は垂直方向（深さ方向に略直交する方向）に測定光ＬＳ
の投射位置を変更する。スキャン制御部２１１Ｃは、光スキャナ４２に対し、予め設定さ
れたスキャン領域及びスキャンパターンに基づいて各スキャンの開始位置や終了位置や測
定光ＬＳの偏向角度を制御することが可能である。
【００９３】
　実施形態では、測定光ＬＳによるスキャン態様として、例えば、水平スキャン、垂直ス
キャン、十字スキャン、放射スキャン、円スキャン、同心円スキャン、螺旋（渦巻）スキ
ャンなどがある。これらのスキャン態様は、前眼部又は眼底における観察部位、解析対象
（網膜厚など）、スキャンに要する時間、スキャンの精密さなどを考慮して適宜に選択的
に使用される。
【００９４】
　水平スキャンは、測定光ＬＳの投射位置を水平方向（ｘ方向）に変更するものである。
水平スキャンには、垂直方向（ｙ方向）に配列された複数の水平方向に延びる走査線に沿
って測定光ＬＳの投射位置を変更する態様も含まれる。この態様においては、走査線の間
隔を任意に設定することが可能である。また、隣接する走査線の間隔を十分に狭くするこ
とにより、３次元画像を形成することができる（３次元スキャン）。垂直スキャンについ
ても同様である。
【００９５】
　十字スキャンは、互いに直交する２本の直線状の軌跡（直線軌跡）からなる十字型の軌
跡に沿って測定光ＬＳの投射位置を変更するものである。放射スキャンは、所定の角度を
介して配列された複数の直線軌跡からなる放射状の軌跡に沿って測定光ＬＳの投射位置を
変更するものである。なお、十字スキャンは放射スキャンの一例である。
【００９６】
　円スキャンは、円形状の軌跡に沿って測定光ＬＳの投射位置を変更するものである。同
心円スキャンは、所定の中心位置の周りに同心円状に配列された複数の円形状の軌跡に沿
って測定光ＬＳの投射位置を変更するものである。円スキャンは同心円スキャンの特殊例
と考えられる。螺旋スキャンは、回転半径を次第に小さく（又は大きく）させながら螺旋
状（渦巻状）の軌跡に沿って測定光ＬＳの投射位置を変更するものである。
【００９７】
　この実施形態では、後述のように、前眼部像又は眼底像に基づいて、被検眼の移動や瞬
きの発生などのトラッキング制御の継続が困難になる状態が異常状態として検知される。
トラッキング制御部２１１Ｂ及びスキャン制御部２１１Ｃの少なくとも一方は、上記の異
常状態の検知結果に基づいて以下のような制御を実行することが可能である。
【００９８】
　トラッキング制御部２１１Ｂは、上記の異常が検知されなかったとき、ベース画像とタ
ーゲット画像とに基づいて被検眼の動きに装置光学系を追従させるように光学系駆動部１
Ａを制御する。これに対して、スキャン制御部２１１Ｃは、上記の異常が検知されたとき
、ターゲット画像の取得タイミングで実行中の第１スキャン又は第１スキャンより前に実
行された第２スキャンの開始位置に測定光ＬＳを投射するように光スキャナ４２を制御し
て第１スキャン又は第２スキャンを再実行させる。ここで、第１スキャンは、水平スキャ
ン、垂直スキャン、十字スキャン、放射スキャン、円スキャン、同心円スキャン、又は螺
旋（渦巻）スキャンであってよい。第２スキャンは、第１スキャンの直前に実行されたス
キャンや、第１スキャンより２つ以上前に実行されたスキャンであってよい。第２スキャ
ンは、処理負荷や制御の複雑さを考慮して、予め決められた時間だけ第１スキャンより過
去に実行されたスキャンであってよい。第２スキャンもまた、第１スキャンと同様に、水
平スキャン、垂直スキャン、十字スキャン、放射スキャン、円スキャン、同心円スキャン
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、又は螺旋（渦巻）スキャンであってよい。なお、スキャン制御部２１１Ｃは、アライメ
ント制御部２１１Ａにより被検眼Ｅに対する装置光学系の位置合わせが完了した後に、第
１スキャン又は第２スキャンを再実行してもよい。スキャン制御部２１１Ｃは、測定光Ｌ
Ｓに交差する方向のスキャン単位で再スキャンを実行させることが可能である。
【００９９】
（記憶部）
　記憶部２１２は、各種のデータを記憶する。記憶部２１２に記憶されるデータとしては
、例えば、ＯＣＴ画像の画像データ、眼底像や前眼部像の画像データ、被検眼情報などが
ある。被検眼情報は、患者ＩＤや氏名などの被検者に関する情報や、左眼／右眼の識別情
報などの被検眼に関する情報を含む。主制御部２１１は、後述の異常発生情報を被検眼情
報に関連付けて記憶部２１２に保存することが可能である。また、記憶部２１２には、眼
科装置１を動作させるための各種プログラムや制御情報等のデータが記憶されている。
【０１００】
（画像形成部）
　画像形成部２２０は、検出器１２５（ＤＡＱ１３０）からの干渉信号に基づいて眼底Ｅ
ｆや前眼部の断層像の画像データを形成する。この処理には、ノイズ除去（ノイズ低減）
、フィルタ処理、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）などの処理
が含まれている。このようにして取得される画像データは、複数のＡライン（被検眼Ｅ内
における各測定光ＬＳの経路）における反射強度プロファイルを画像化することにより形
成された一群の画像データを含むデータセットである。
【０１０１】
　画質を向上させるために、同じパターンでのスキャンを複数回繰り返して収集された複
数のデータセットを重ね合わせる（加算平均する）ことができる。
【０１０２】
　また、画像形成部２２０は、ＣＣＤイメージセンサ３５やＣＣＤイメージセンサ３８に
よる被検眼Ｅの前眼部からの反射光の検出結果に基づいて前眼部像を形成することが可能
である。
【０１０３】
　画像形成部２２０は、例えば、前述の回路基板を含んで構成される。なお、この明細書
では、「画像データ」と、それに基づく「画像」とを同一視することがある。また、被検
眼Ｅの部位とその画像とを同一視することもある。
【０１０４】
（データ処理部）
　データ処理部２３０は、画像形成部２２０により形成された画像に対して各種のデータ
処理（画像処理）や解析処理を施す。例えば、データ処理部２３０は、画像の輝度補正や
分散補正等の補正処理を実行する。
【０１０５】
　データ処理部２３０は、断層像の間の画素を補間する補間処理などの公知の画像処理を
実行することにより、被検眼Ｅのボリュームデータ（ボクセルデータ）を形成することが
できる。ボリュームデータに基づく画像を表示させる場合、データ処理部２３０は、この
ボリュームデータに対してレンダリング処理を施して、特定の視線方向から見たときの擬
似的な３次元画像を形成する。
【０１０６】
　データ処理部２３０は、眼底像（又は前眼部像）とＯＣＴ画像との位置合わせを行うこ
とができる。眼底像（又は前眼部像）とＯＣＴ画像とが並行して取得される場合には、双
方の光学系が同軸であることから、（ほぼ）同時に取得された眼底像（又は前眼部像）と
ＯＣＴ画像とを、撮影光学系３０の光軸を基準として位置合わせすることができる。また
、眼底像（又は前眼部像）とＯＣＴ画像との取得タイミングに関わらず、ＯＣＴ画像のう
ち眼底Ｅｆ（又は前眼部像）の相当する画像領域の少なくとも一部をｘｙ平面に投影して
得られる正面画像と、眼底像（又は前眼部像）との位置合わせをすることにより、そのＯ
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ＣＴ画像とその眼底像（又は前眼部像）とを位置合わせすることも可能である。この位置
合わせ手法は、眼底像取得用（又は前眼部像取得用）の光学系とＯＣＴ用の光学系とが同
軸でない場合においても適用可能である。また、双方の光学系が同軸でない場合であって
も、双方の光学系の相対的な位置関係が既知であれば、この相対位置関係を参照して同軸
の場合と同様の位置合わせを実行することが可能である。
【０１０７】
　データ処理部２３０は、解析部２３１を含む。解析部２３１は、撮影光学系３０により
得られた前眼部像又は眼底像に対して解析処理を施す。解析処理には、画像における特徴
領域や特徴位置（特徴点）を特定する処理、被検眼Ｅの移動、瞬きの発生又はフレアの発
生を検知する処理などがある。
【０１０８】
（前眼部モード）
　前眼部モードのとき、解析部２３１は、例えば、前眼部像における特徴領域や特徴位置
を特定する処理を行う。
【０１０９】
　例えば、解析部２３１は、前眼部像において被検眼Ｅの瞳孔に相当する領域を含む所定
の領域を特徴領域として特定することが可能である。トラッキング制御部２１１Ｂは、ベ
ース画像における特徴領域に対するターゲット画像における特徴領域の変位に基づいて光
学系駆動部１Ａを制御する。それにより、特徴領域の位置に基づくトラッキングを行うこ
とができる。特徴領域は、血管や疾患部位や虹彩領域などであってもよい。
【０１１０】
　また、解析部２３１は、ベース画像及びターゲット画像を解析することにより、被検眼
Ｅの移動や瞬きの発生などトラッキング制御を阻害する要因の発生を検知することが可能
である。例えば、解析部２３１は、ベース画像における特徴領域に対するターゲット画像
における特徴領域の移動量が所定の第１閾値以上のとき、被検眼Ｅの移動量が大きいと判
断し、トラッキング制御を阻害する異常状態として検知する。また、解析部２３１は、ベ
ース画像及びターゲット画像の少なくとも一方において所定の特徴領域を特定（検出）す
ることができないとき、瞬きにより瞼が閉じていると判断し、トラッキング制御を阻害す
る異常状態として検知する。また、解析部２３１は、ベース画像及びターゲット画像の少
なくとも一方において特徴領域（例えば、瞳孔領域）の境界の少なくとも一部を特定（検
出）することができないとき、睫毛がかかっていると判断し、トラッキング制御を阻害す
る異常状態として検知する。
【０１１１】
（眼底モード）
　眼底モードのとき、解析部２３１は、例えば、眼底像における特徴領域や特徴位置を特
定する処理を行う。
【０１１２】
　例えば、解析部２３１は、眼底像において視神経乳頭や中心窩に相当する領域を含む所
定の領域を特徴領域として特定することが可能である。トラッキング制御部２１１Ｂは、
ベース画像における特徴領域に対するターゲット画像における特徴領域の変位に基づいて
光学系駆動部１Ａを制御する。それにより、特徴領域の位置に基づくトラッキングを行う
ことができる。特徴領域は、血管や疾患部位などであってもよい。
【０１１３】
　また、前眼部モードのときと同様に、解析部２３１は、ベース画像及びターゲット画像
を解析することにより、被検眼Ｅの移動や瞬きの発生やフレアの発生などトラッキング制
御を阻害する要因の発生を検知することが可能である。例えば、解析部２３１は、ベース
画像における特徴領域に対するターゲット画像における特徴領域の移動量が所定の第２閾
値以上のとき、被検眼Ｅの移動量が大きいと判断し、トラッキング制御を阻害する異常状
態として検知する。また、解析部２３１は、ベース画像及びターゲット画像の少なくとも
一方の輝度分布（輝度情報）を解析することにより所定の特徴領域を特定（検出）するこ
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とが可能である。例えば、解析部２３１は、画像全体の輝度が高いとき（所定の閾値レベ
ル以上のとき）、瞬きにより瞼が閉じていると判断し、トラッキング制御を阻害する異常
状態として検知する。例えば、解析部２３１は、画像全体の輝度が低いとき（所定の閾値
レベル以下のとき）、睫毛が描出されていると判断し、トラッキング制御を阻害する異常
状態として検知する。例えば、解析部２３１は、輝度が高い部分領域が存在するとき、画
像にフレアが発生していると判断し、トラッキング制御を阻害する異常状態として検知す
る。
【０１１４】
　以上のように機能するデータ処理部２３０は、例えば、マイクロプロセッサ、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、ハードディスクドライブ、回路基板等を含んで構成される。ハードディスクドラ
イブ等の記憶装置には、上記機能をマイクロプロセッサに実行させるコンピュータプログ
ラムがあらかじめ格納されている。
【０１１５】
（ユーザインターフェイス）
　ユーザインターフェイス２４０には、表示部２４０Ａと操作部２４０Ｂとが含まれる。
表示部２４０Ａは、前述した演算制御ユニット２００の表示デバイスや表示装置３を含ん
で構成される。操作部２４０Ｂは、前述した演算制御ユニット２００の操作デバイスを含
んで構成される。操作部２４０Ｂには、眼科装置１の筐体や外部に設けられた各種のボタ
ンやキーが含まれていてもよい。また、表示部２４０Ａは、眼底カメラユニット２の筺体
に設けられたタッチパネルなどの各種表示デバイスを含んでいてもよい。
【０１１６】
　なお、表示部２４０Ａと操作部２４０Ｂは、それぞれ個別のデバイスとして構成される
必要はない。例えばタッチパネルのように、表示機能と操作機能とが一体化されたデバイ
スを用いることも可能である。その場合、操作部２４０Ｂは、このタッチパネルとコンピ
ュータとを含んで構成される。操作部２４０Ｂに対する操作内容は、電気信号として制御
部２１０に入力される。また、表示部２４０Ａに表示されたグラフィカルユーザインター
フェイス（ＧＵＩ）と、操作部２４０Ｂとを用いて、操作や情報入力を行うようにしても
よい。
【０１１７】
　図１に示す光学系（例えば、ＯＣＴユニット１００に含まれる干渉光学系）は、実施形
態に係る「光学系」の一例である。光学系駆動部１Ａは、実施形態に係る「移動機構」の
一例である。撮影光学系３０は、実施形態に係る「画像取得部」の一例である。解析部２
３１は、実施形態に係る「異常検知部」の一例である。ベース画像は、実施形態に係る「
基準画像」の一例である。ターゲット画像は、実施形態に係る「画像取得部により取得さ
れた被検眼の画像」の一例である。
【０１１８】
［動作例］
　実施形態に係る眼科装置の動作例について説明する。
【０１１９】
　図５に、実施形態に係る眼科装置１の動作の一例を表すフロー図を示す。図８では、被
検眼Ｅと対物レンズ２２との間に前置レンズ２３が配置されているものとする。
【０１２０】
（Ｓ１：前眼部を撮影開始）
　まず、観察光源１１からの照明光（可視カットフィルタ１４により近赤外光となる）で
前眼部を連続照明することにより、前眼部の近赤外動画像の取得を開始する。この近赤外
動画像は、連続照明が終了するまでリアルタイムで得られる。この動画像を構成する各フ
レームの画像は、フレームメモリ（記憶部２１２）に一時記憶され、データ処理部２３０
に逐次送られる。
【０１２１】
　なお、被検眼Ｅには、アライメント光学系５０によるアライメント視標と、フォーカス
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光学系６０によるスプリット視標とが投影されている。よって、近赤外動画像にはアライ
メント視標とスプリット視標とが描画されている。これら視標を用いてアライメントやピ
ント合わせを行うことができる。また、被検眼Ｅには、ＬＣＤ３９による固視標も投影さ
れている。被検者は、この固視標を凝視するように指示を受ける。
【０１２２】
（Ｓ２：アライメント）
　データ処理部２３０は、光学系によって被検眼Ｅを動画撮影することにより得られるフ
レームを逐次に解析して、アライメント視標に基づく視標像の位置を求め、光学系の移動
量を算出する。制御部２１０は、データ処理部２３０により算出された光学系の移動量に
基づいて光学系駆動部１Ａを制御することにより、オートアライメントを行う。
【０１２３】
（Ｓ３：ピント合わせ）
　データ処理部２３０は、光学系によって被検眼Ｅを動画撮影することにより得られるフ
レームを逐次に解析して、スプリット視標の位置を求め、撮影合焦レンズ３１及びＯＣＴ
合焦レンズ４３の移動量を算出する。制御部２１０は、データ処理部２３０により算出さ
れた撮影合焦レンズ３１及びＯＣＴ合焦レンズ４３の移動量に基づいて合焦駆動部３１Ａ
、４３Ａを制御することにより、オートフォーカスを行う。
【０１２４】
（Ｓ４：トラッキングを開始）
　続いて、制御部２１０は、オートトラッキングを開始する。具体的には、データ処理部
２３０は、光学系によって被検眼Ｅを動画撮影することにより逐次に得られるフレームを
リアルタイムで解析して、被検眼Ｅの動き（位置の変化）を監視する。制御部２１０は、
逐次に取得される被検眼Ｅの位置に合わせて光学系を移動させるように光学系駆動部１Ａ
を制御する。それにより、被検眼Ｅの動きに対して光学系をリアルタイムで追従させるこ
とができ、アライメントとピントが合った好適な位置関係を維持することが可能となる。
【０１２５】
（Ｓ５：スキャン領域を設定）
　制御部２１０は、近赤外動画像を表示部２４０Ａにリアルタイムで表示させる。ユーザ
は、操作部２４０Ｂを用いることにより、この近赤外動画像上にスキャン領域を設定する
。設定されるスキャン領域は１次元領域でも２次元領域でもよい。
【０１２６】
（Ｓ６：ＯＣＴ計測）
　制御部２１０は、光源ユニット１０１や光路長変更部４１を制御するとともに、ステッ
プＳ５で設定されたスキャン領域に基づいて光スキャナ４２を制御することにより、前眼
部のＯＣＴ計測を行う。画像形成部２２０は、得られた検出信号に基づいて前眼部の断層
像を形成する。走査態様が３次元スキャンである場合、データ処理部２３０は、画像形成
部２２０により形成された複数の断層像に基づいて前眼部の３次元画像を形成する。なお
、上記のようにトラッキング制御を阻害する異常状態が検知されたとき、制御部２１０は
、再スキャンを実行させる。それにより、画像取得や計測への影響を低減させることがで
きる。以上で、この動作例は終了となる（エンド）。
【０１２７】
　図６に、図５のステップＳ６の処理例のフロー図を示す。図６は、事前にベース画像で
ある前眼部像が取得されているものとする。
【０１２８】
（Ｓ１１：画像を取得）
　まず、制御部２１０は、撮影光学系３０を用いて前眼部像をターゲット画像として取得
させる。
【０１２９】
（Ｓ１２：解析）
　続いて、制御部２１０は、既に取得されているベース画像としての前眼部像とステップ
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Ｓ１１において取得された前眼部像とを解析部２３１に解析させることにより、上記のよ
うに、トラッキング制御を阻害する異常状態であるか否かを検知させる。
【０１３０】
（Ｓ１３：異常検知？）
　ステップＳ１２における解析処理により異常状態であると検知されたとき（Ｓ１３：Ｙ
）、眼科装置１の動作はステップＳ１４に移行する。ステップＳ１２における解析処理に
より異常状態ではないと検知されたとき（Ｓ１３：Ｎ）、眼科装置１の動作はステップＳ
１７に移行する。
【０１３１】
（Ｓ１４：アライメント）
　ステップＳ１３において異常状態であると検知されたとき（Ｓ１３：Ｙ）、制御部２１
０は、ステップＳ２と同様にアライメントを実行する。それにより、被検眼Ｅに対する装
置光学系の位置関係は、ステップＳ２におけるアライメント完了後とほぼ同じ状態になる
。
【０１３２】
（Ｓ１５：光スキャナ再設定）
　続いて、制御部２１０は、ステップＳ１１における画像の取得タイミングで実行中の第
１スキャン又は第１スキャンより前に実行された第２スキャンの開始位置に測定光ＬＳを
投射するように光スキャナ４２を再設定する。
【０１３３】
（Ｓ１６：再スキャン開始）
　次に、制御部２１０は、ステップＳ１５において再設定された開始位置から第１スキャ
ン又は第２スキャンを再実行させる。
【０１３４】
（Ｓ１７：変位を算出）
　ステップＳ１３において異常状態ではないと検知されたとき（Ｓ１３：Ｎ）、制御部２
１０は、既に取得されているベース画像としての前眼部像における特徴領域とステップＳ
１１において取得された前眼部像における特徴領域の変位を解析部２３１に算出させる。
【０１３５】
（Ｓ１８：移動制御）
　制御部２１０は、ステップＳ１７において算出された変位に基づいて光学系駆動部１Ａ
を制御することにより、被検眼Ｅの動きに装置光学系を追従させる。
【０１３６】
（Ｓ１９：スキャン終了？）
　ステップＳ１６又はステップＳ１８に続いて、制御部２１０は、スキャンが終了したか
否かを判別する。例えば、制御部２１０は、予め設定されたスキャン領域及びスキャンパ
ターンに基づいてスキャンが終了したか否かを判別する。スキャンが終了したと判別され
たとき（Ｓ１９：Ｙ）、眼科装置１の動作はステップＳ２０に移行する。スキャンが終了
しないと判別されたとき（Ｓ１９：Ｎ）、眼科装置１の動作はステップＳ１１に移行する
。
【０１３７】
（Ｓ２０：保存）
　ステップＳ１９においてスキャンが終了したと判別されたとき（Ｓ１９：Ｙ）、制御部
２１０は、ステップＳ１３における異常状態の検知処理に基づき、異常状態の発生原因を
含む異常発生情報を被検者情報に関連付けて記憶部２１２に保存する。解析部２３１は、
上記のように、被検眼Ｅの移動や瞬きの発生を異常状態として検知する。解析部２３１は
、異常状態が検知された処理に対応した発生原因情報を含む異常発生情報を生成すること
ができる。解析部２３１は、当該被検者の計測時に同一種別の異常状態が所定回数だけ連
続して検知されたときに、当該異常状態に対応した発生原因情報を含む異常発生情報を生
成することが可能である。なお、ステップＳ２０は、ステップＳ１３からステップＳ１９
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までの間の任意の位置で実行されてもよい。以上で、ステップＳ６の処理は終了である（
エンド）。
【０１３８】
　なお、図６は、観察部位が前眼部である場合について説明したが、観察部位が眼底であ
る場合も同様である。この場合、上記のように眼底像に対応した検知方法で異常状態が検
知される。
【０１３９】
　また、図６のステップＳ２０において記憶部２１２に保存された異常発生情報は、例え
ば、図６のステップＳ１６における再スキャン時や当該被検者の再計測時に用いられても
よい。
【０１４０】
　例えば、異常発生情報に基づき視線ずれ（被検眼Ｅの移動）が発生しやすいと判断され
たとき、制御部２１０は、ステップＳ１６における再スキャン時又は当該被検者の再計測
時に、ＬＣＤ３９を制御して固視位置を移動する制御を行うことにより、視線ずれの発生
を抑えるようにしてもよい。
【０１４１】
　例えば、異常発生情報に基づき瞬きが発生しやすいと判断されたとき、制御部２１０は
、ステップＳ１６における再スキャン時又は当該被検者の再計測時に、瞬きの発生周期を
特定し、特定された発生周期に同期してスキャンするように光スキャナ４２を制御しても
よい。
【０１４２】
　例えば、異常発生情報に基づき睫毛が画像に描出されやすいと判断されたとき、制御部
２１０は、再スキャン又は当該被検者の再計測に先立って、検者に開瞼作業を促す情報等
をＵＩ部２４０に出力させるようにしてもよい。
【０１４３】
　例えば、異常発生情報に基づきフレアが発生しやすいと判断されたとき、制御部２１０
は、再スキャン又は当該被検者の再計測に先立って、ワーキングディスタンスを調整する
ように光学系駆動部１Ａを制御してもよい。
【０１４４】
［効果］
　実施形態に係る眼科装置について説明する。
【０１４５】
　実施形態に係る眼科装置（１）は、光学系（図１に示す光学系、ＯＣＴユニット１００
に含まれる干渉光学系）と、移動機構（光学系駆動部１Ａ）と、画像取得部（撮影光学系
３０）と、異常検知部（解析部２３１）と、スキャン制御部（２１１Ｃ）と、トラッキン
グ制御部（２１１Ｂ）とを含む。光学系は、光スキャナ（４２）を含み、光源（光源ユニ
ット１０１）からの光（Ｌ０）を光スキャナにより偏向して被検眼（Ｅ）に投射し、被検
眼からの戻り光に基づく光（干渉光ＬＣ、戻り光の一部の光）を受光する。移動機構は、
被検眼と光学系とを相対的に移動する。画像取得部は、被検眼の画像を取得する。異常検
知部は、基準画像（ベース画像）と画像取得部により取得された被検眼の画像（ターゲッ
ト画像）とに基づいて異常（異常状態）を検知する。スキャン制御部は、異常検知部によ
り異常が検知されたとき、画像の取得タイミングで被検眼に対して実行中の第１スキャン
又は第１スキャンより前に実行された第２スキャンの開始位置に光源からの光を投射する
ように光スキャナを制御して第１スキャン又は第２スキャンを再実行させる。トラッキン
グ制御部は、異常検知部により異常が検知されなかったとき、基準画像と被検眼の画像と
に基づいて被検眼の動きに光学系を追従させるように移動機構を制御する。
【０１４６】
　このような構成によれば、基準画像と画像取得部により取得された被検眼の画像とに基
づいて異常をトラッキング制御中に検知し、被検眼の画像の取得タイミングで被検眼に対
して実行中の第１スキャン又は第２スキャンを再実行させるようにしたので、トラッキン
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グ制御中にトラッキング制御を阻害する要因が発生した場合でも簡素な制御で正確な画像
取得や計測への影響を低減することができるようになる。
【０１４７】
　また、実施形態に係る眼科装置は、異常が検知されたとき、移動機構を制御することに
より被検眼に対する光学系の位置合わせを実行するアライメント制御部（２１１Ａ）を含
み、スキャン制御部は、アライメント制御部による位置合わせが完了した後に、第１スキ
ャン又は第２スキャンを再実行させてもよい。
【０１４８】
　このような構成によれば、アライメント完了後に第１スキャン又は第２スキャンを再実
行させるようにしたので、再スキャン前に取得されたデータと再実行されたスキャンによ
り得られたデータとの整合性をとり、正確な画像取得や計測に寄与できるようになる。
【０１４９】
　また、実施形態に係る眼科装置では、画像取得部は、被検眼の前眼部像を取得し、トラ
ッキング制御部は、基準画像及び前眼部像における特徴位置のずれ量に基づいて移動機構
を制御してもよい。
【０１５０】
　このような構成によれば、前眼部像に基づくトラッキング制御中に被検眼の移動が発生
した場合でも簡素な制御で正確な画像取得や計測への影響を低減することができるように
なる。
【０１５１】
　また、実施形態に係る眼科装置では、異常検知部は、特徴位置のずれ量が第１閾値以上
であるとき異常を検知してもよい。
【０１５２】
　このような構成によれば、前眼部像に基づくトラッキング制御中に特徴位置のずれが大
きい被検眼の移動が発生した場合でも簡素な制御で正確な画像取得や計測への影響を低減
することができるようになる。
【０１５３】
　また、実施形態に係る眼科装置では、異常検知部は、基準画像又は前眼部像において特
徴位置が検出されなかったとき異常を検知してもよい。
【０１５４】
　このような構成によれば、前眼部像に基づくトラッキング制御中に瞬きが発生した場合
でも簡素な制御で正確な画像取得や計測への影響を低減することができるようになる。
【０１５５】
　また、実施形態に係る眼科装置では、異常検知部は、基準画像又は前眼部像において特
徴領域の境界の少なくとも一部が検出されなかったとき異常を検知してもよい。
【０１５６】
　このような構成によれば、前眼部像に基づくトラッキング制御中に睫毛が画像に描出さ
れた場合でも簡素な制御で正確な画像取得や計測への影響を低減することができるように
なる。
【０１５７】
　また、実施形態に係る眼科装置では、画像取得部は、被検眼の眼底像（ターゲット画像
）を取得し、トラッキング制御部は、基準画像と眼底像とに対して位相限定相関処理を施
すことにより求められた位置ずれ量をキャンセルするように移動機構を制御してもよい。
【０１５８】
　このような構成によれば、眼底像に基づくトラッキング制御中に被検眼の移動が発生し
た場合でも簡素な制御で正確な画像取得や計測への影響を低減することができるようにな
る。
【０１５９】
　また、実施形態に係る眼科装置では、異常検知部は、基準画像又は眼底像の輝度情報に
基づいて特徴位置が検出されなかったとき異常を検知してもよい。
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【０１６０】
　このような構成によれば、眼底像に基づくトラッキング制御中に瞬きの発生や睫毛の描
出が検出された場合でも簡素な制御で正確な画像取得や計測への影響を低減することがで
きるようになる。
【０１６１】
　また、実施形態に係る眼科装置では、異常検知部は、基準画像又は眼底像においてフレ
アが検出されたとき異常を検知してもよい。
【０１６２】
　このような構成によれば、眼底像に基づくトラッキング性著中にフレアの発生が検出さ
れた場合でも簡素な制御で正確な画像取得や計測への影響を低減することができるように
なる。
【０１６３】
　また、実施形態に係る眼科装置では、異常検知部により異常が検知されたとき、当該異
常の原因を含む異常発生情報を被検者情報に関連付けて記憶部（２１２）に保存する制御
部（２１０、主制御部２１１）を含んでもよい。
【０１６４】
　このような構成によれば、トラッキング制御中の異常発生原因を特定することができる
ので、当該被検者の再計測時等に、同一の異常の発生を未然に防ぐ措置を講ずることがで
きるようになる。
【０１６５】
　また、実施形態に係る眼科装置の制御方法は、光スキャナ（４２）を含み、光源（光源
ユニット１０１）からの光（測定光ＬＳ）を光スキャナにより偏向して被検眼（Ｅ）に投
射し、被検眼からの戻り光に基づく光（干渉光ＬＣ）を受光する光学系（図１に示す光学
系、ＯＣＴユニット１００に含まれる干渉光学系）と、被検眼と光学系とを相対的に移動
する移動機構（光学系駆動部１Ａ）と、を含む眼科装置の制御方法である。この眼科装置
の制御方法は、画像取得ステップと、異常検知ステップと、スキャン制御ステップと、ト
ラッキング制御ステップとを含む。画像取得ステップは、被検眼の画像（ターゲット画像
）を取得する。異常検知ステップは、基準画像（ベース画像）と被検眼の画像とに基づい
て異常を検知する。スキャン制御ステップは、異常が検知されたとき、画像の取得タイミ
ングで被検眼に対して実行中の第１スキャン又は第１スキャンより前に実行された第２ス
キャンの開始位置に上記光を投射するように光スキャナを制御して第１スキャン又は第２
スキャンを再実行させる。トラッキング制御ステップは、異常が検知されなかったとき、
基準画像と被検眼の画像とに基づいて被検眼の動きに光学系を追従させるように移動機構
を制御する。
【０１６６】
　このような構成によれば、基準画像と画像取得部により取得された被検眼の画像とに基
づいて異常をトラッキング制御中に検知し、画像の取得タイミングで被検眼に対して実行
中の第１スキャン又は第２スキャンを再実行させるようにしたので、トラッキング制御中
に被検眼の移動や瞬きが発生した場合でも簡素な制御で正確な画像取得や計測への影響を
低減することができるようになる。
【０１６７】
　また、眼科装置の制御方法は、異常が検知されたとき、移動機構を制御することにより
被検眼に対する光学系の位置合わせを実行するアライメント制御ステップを含み、スキャ
ン制御ステップでは、アライメント制御ステップにおける位置合わせが完了した後に、第
１スキャン又は第２スキャンを再実行させてもよい。
【０１６８】
　このような構成によれば、アライメント完了後に第１スキャン又は第２スキャンを再実
行させるようにしたので、再スキャン前に取得されたデータと再実行されたスキャンによ
り得られたデータとの整合性をとり、正確な画像取得や計測に寄与できるようになる。
【０１６９】
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＜変形例＞
　以上に示された実施形態は、この発明を実施するための一例に過ぎない。この発明を実
施しようとする者は、この発明の要旨の範囲内において任意の変形、省略、追加等を施す
ことが可能である。
【０１７０】
　前述の実施形態では、光学系の構成が図１又は図２に示す構成である場合について説明
したが、実施形態に係る光学系の構成はこれに限定されるものではない。実施形態に係る
光学系は、レーザー光を眼底における治療部位に照射するための光学系や、被検眼に固視
させた状態で視標を移動させるための光学系などを備えていてもよい。
【０１７１】
　前述の実施形態では、撮影部位が眼底又は前眼部である場合について説明したが、撮影
部位は眼底や前眼部に限定されるものはない。また、撮影部位は３以上の部位であってよ
い。
【符号の説明】
【０１７２】
１　眼科装置
１Ａ　光学系駆動部
１０　照明光学系
２３　前置レンズ
３０　撮影光学系
３５　ＣＣＤイメージセンサ
１００　ＯＣＴユニット
２１０　制御部
２１１　主制御部
２１１Ａ　アライメント制御部
２１１Ｂ　トラッキング制御部
２１１Ｃ　スキャン制御部
２１２　記憶部
２２０　画像形成部
２３０　データ処理部
２３１　解析部
Ｅ　被検眼
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